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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１筐体と、
　前記第１筐体に対向して水平回転可能に連結され、前記第１筐体に対して閉じた状態で
前記第１筐体の一部が露出するように、前記第１筐体より短く形成される第２筐体と、
　前記第１筐体と前記第２筐体との間に左又は右のいずれか一方に偏心して配置され、前
記第１筐体と前記第２筐体間を水平回転可能に支持するヒンジモジュールとを含み、
　前記第２筐体が、前記第１筐体に対して９０°回転して開閉されるように設置され、
　前記第１筐体の前面には、前記第２筐体が９０°回転して開放されると外部に露出する
領域に設置される第１キーパッド、及び前記第２筐体の回転と関係なく常に外部に露出す
る領域に設置される第２キーパッドが備えられることを特徴とする携帯端末機。
【請求項２】
前記第１キーパッドが装着される第１キーパッド装着部は、前記第２キーパッドが装着さ
れる第２キーパッド装着部の外面より低く形成されて所定高さの段差を形成することを特
徴とする請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項３】
前記第２筐体の上面が、前記第２キーパッド装着部の外面と同じ高さを有することを特徴
とする請求項２に記載の携帯端末機。
【請求項４】
前記第２筐体がディスプレイを備え、



(2) JP 5117032 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

前記ディスプレイは、前記第２筐体が前記第１筐体に対して閉じた状態では縦画面を提供
し、前記第１筐体に対して９０°回転して開いた状態では横画面を提供することを特徴と
する請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項５】
前記第２筐体が、前記第１筐体に対して９０°及び１８０°回転して開閉されるように設
置されることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項６】
前記第１筐体の前面には、前記第２筐体が１８０°回転して開放されるとさらに露出する
第３キーパッドがさらに備えられることを特徴とする請求項５に記載の携帯端末機。
【請求項７】
前記第３キーパッドが、方向を制御する方向キーパッドであることを特徴とする請求項６
に記載の携帯端末機。
【請求項８】
前記第２筐体がディスプレイを備え、
前記ディスプレイは、前記第２筐体が前記第１筐体に対して閉じた状態では縦画面を提供
し、前記第１筐体に対して９０°回転して開いた状態では横画面を提供し、前記第１筐体
に対して１８０°回転して開いた状態では横画面と縦画面の両方を提供することを特徴と
する請求項５に記載の携帯端末機。
【請求項９】
前記ヒンジモジュールが、前記第１筐体と前記第２筐体との間の右側上端部又は左側上端
部のいずれか一方に配置されることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項１０】
前記第２筐体の上端部及び下端部には、音声信号を出力する第１スピーカ及び第２スピー
カがそれぞれ備えられることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項１１】
前記ヒンジモジュールは、
プレート状に形成されて前記第１筐体の上面及び前記第１筐体に対応する前記第２筐体の
下面に平行に設置される第１ヒンジ部材及び第２ヒンジ部材と、
前記第１ヒンジ部材及び前記第２ヒンジ部材に垂直に配置されて前記第１ヒンジ部材が前
記第２ヒンジ部材に対して水平回転可能に支持するシャフトと、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項１２】
前記第１ヒンジ部材と前記第２ヒンジ部材との間には、前記第１ヒンジ部材が前記第２ヒ
ンジ部材に対して回転するときに回転方向に付勢する付勢部がさらに備えられることを特
徴とする請求項１１に記載の携帯端末機。
【請求項１３】
前記第２筐体が、前記第１筐体に対して時計方向又は反時計方向のいずれか一方向に回転
して開くことを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機。
【請求項１４】
前記付勢部は、
前記第１ヒンジ部材又は前記第２ヒンジ部材のいずれか一方に固定され、その外周面に閉
位置から一方向にカムプロフィールが形成された固定カムと、
前記第１ヒンジ部材又は前記第２ヒンジ部材の他方に回転の半径方向に直線移動可能に設
置され、前記固定カムの回転角度によって少なくとも１つの位置で前記固定カムの回転を
停止させる可動カムと、
前記可動カムの周囲に設置されて前記可動カムを前記固定カムの方向に付勢するスプリン
グと、
を含むことを特徴とする請求項１２に記載の携帯端末機。
【請求項１５】
前記固定カムの外周面には、前記第２筐体が閉位置で停止するように前記可動カムに形成
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された係止突起が係止される第１湾曲部と、前記第２筐体が９０°回転した開位置で停止
するように前記可動カムに形成された係止突起が係止される第２湾曲部がそれぞれ形成さ
れることを特徴とする請求項１４に記載の携帯端末機。
【請求項１６】
前記固定カムの外周面には、前記第２筐体が１８０°回転した開位置で停止するように前
記可動カムの係止突起が係止される第３湾曲部がさらに形成されることを特徴とする請求
項１５に記載の携帯端末機。
【請求項１７】
前記可動カムが、前記シャフトを中心に対称となるように配置される第１可動カムと第２
可動カムとから構成されることを特徴とする請求項１４に記載の携帯端末機。
【請求項１８】
前記可動カムには、前記固定カムのカムプロフィールに転がり接触するように車輪部がさ
らに備えられることを特徴とする請求項１４に記載の携帯端末機。
【請求項１９】
前記スプリングが、前記第１可動カムと前記第２可動カムを閉曲線状に囲むように形成さ
れることを特徴とする請求項１７に記載の携帯端末機。
【請求項２０】
前記第１ヒンジ部材又は第２ヒンジ部材と前記可動カムとの間には、前記可動カムが前記
シャフトに向かって直線移動するようにガイドするガイド部がさらに形成されることを特
徴とする請求項１４に記載の携帯端末機。
【請求項２１】
前記ガイド部は、
前記第１ヒンジ部材又は前記第２ヒンジ部材のいずれか一方にスロット状に形成されるガ
イド溝と、
前記可動カムに形成されて前記ガイド溝に係止されて案内されるガイド突起と、
から構成されることを特徴とする請求項２０に記載の携帯端末機。
【請求項２２】
前記第１筐体に設置され、前記第２筐体の回転方向又は回転角度によって携帯端末機を特
定モードに切り替える制御部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機
。
【請求項２３】
前記第１筐体と前記第２筐体との間に備えられ、前記第２筐体の回転方向又は回転角度を
感知して前記制御部に伝送する少なくとも１つのセンサをさらに含むことを特徴とする請
求項２２に記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末機に関し、より詳細には、開閉可能ないずれか１つの筐体を他の筐体
に対して水平に回転可能にして、ディスプレイにより出力される画面を横画面又は縦画面
で見ることができるようにした携帯端末機及びそのモード切替方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やＰＤＡなどを含む携帯端末機は、ユーザが移動中にこれを利用して無線送
受信や情報の閲覧又は処理を行うことができるようにする携帯用電子機器の１つである。
【０００３】
　このような携帯端末機は、ユーザが簡便に携帯できるように軽量化及びスリム化してい
る反面、小さく限られた装置内でこのような多様な機能の実現が便利に行えるように、充
分な機構的基盤と共に多様な動作によるモードの円滑な切替を必要とする。
【０００４】
　情報通信技術やメモリ技術の発展により、携帯端末機は単純な電話機という概念を超え
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て、写真や動画像を撮影したり、各種マルチメディアファイルを再生又は編集したり、テ
レビ放送を視聴できる機能まで備えている。
【０００５】
　これにより、ディスプレイの役割が重要視されており、一例として、従来の固定された
縦画面のみを提供するタイプにおいて、ディスプレイが備えられた筐体自体を回転させる
ことにより横画面をも提供するようにした携帯端末機も設計されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような従来のディスプレイが備えられた筐体を回転させるタイプの携帯端
末機は、ディスプレイが備えられた筐体が回転して開いてもメイン筐体を遮蔽する領域が
広いため、そのメイン筐体の遮蔽される領域の活用度が低いという欠点があった。例えば
、ディスプレイが備えられた筐体の回転時に開放される領域へのキーパッドの設置におい
て、その開放される領域の面積が狭いため多くのキーボタンを設けることが難しいという
問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の問題を解決するためになされたもので、いずれか１つ
の筐体が他の筐体に対して水平に回転したときに開放される領域を最大限に広げることに
より活用度を高めることができ、水平に回転した筐体で横画面又は縦画面を容易に見るこ
とができる携帯端末機及びそのモード切替方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、第１筐体と、前記第１筐体に対向して水平回
転可能に連結される第２筐体と、前記第１筐体と前記第２筐体との間に左又は右のいずれ
か一方に偏心して配置され、前記第１筐体と前記第２筐体間を水平回転可能に支持するヒ
ンジモジュールとを含むことを特徴とする携帯端末機を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、第２筐体が第１筐体に対して閉じた状態で通話待機状態を維持する第
１段階と、前記第２筐体が前記第１筐体に対して水平回転した場合、前記第２筐体の水平
回転方向及び回転角度をセンサが感知して制御部に伝送する第２段階と、前記センサによ
り伝送された信号によって前記制御部が携帯端末機を特定モードに切り替える第３段階と
を含むことを特徴とする携帯端末機のモード切替方法を提供する。
【００１０】
　以上の本発明による携帯端末機及びそのモード切替方法の目的と構成は、添付図面に基
づいた本発明の好ましい実施形態についての詳細な説明により明確に理解されるであろう
。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下の手段を提供する。
（項目１）
第１筐体と、
上記第１筐体に対向して水平回転可能に連結される第２筐体と、
上記第１筐体と上記第２筐体との間に左又は右のいずれか一方に偏心して配置され、上記
第１筐体と上記第２筐体間を水平回転可能に支持するヒンジモジュールと、
を含むことを特徴とする携帯端末機。
（項目２）
上記第２筐体が、上記第１筐体に対して閉じた状態で上記第１筐体の一部が露出するよう
に、上記第１筐体より短く形成されることを特徴とする項目１に記載の携帯端末機。
（項目３）
上記第２筐体が、上記第１筐体に対して９０°回転して開閉されるように設置されること
を特徴とする項目２に記載の携帯端末機。
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（項目４）
上記第１筐体の前面には、上記第２筐体が９０°回転して開放されると外部に露出する領
域に設置される第１キーパッド、及び上記第２筐体の回転と関係なく常に外部に露出する
領域に設置される第２キーパッドが備えられることを特徴とする項目３に記載の携帯端末
機。
（項目５）
上記第１キーパッドが装着される第１キーパッド装着部は、上記第２キーパッドが装着さ
れる第２キーパッド装着部の外面より低く形成されて所定高さの段差を形成することを特
徴とする項目４に記載の携帯端末機。
（項目６）
上記第２筐体の上面が、上記第２キーパッド装着部の外面と同じ高さを有することを特徴
とする項目５に記載の携帯端末機。
（項目７）
上記第２筐体がディスプレイを備え、
上記ディスプレイは、上記第２筐体が上記第１筐体に対して閉じた状態では縦画面を提供
し、上記第１筐体に対して９０°回転して開いた状態では横画面を提供することを特徴と
する項目３に記載の携帯端末機。
（項目８）
上記第２筐体が、上記第１筐体に対して９０°及び１８０°回転して開閉されるように設
置されることを特徴とする項目２に記載の携帯端末機。
（項目９）
上記第１筐体の前面には、上記第２筐体が９０°回転して開放されると外部に露出する第
１キーパッド、常に外部に露出する第２キーパッド、及び上記第２筐体が１８０°回転し
て開放されるとさらに露出する第３キーパッドが備えられることを特徴とする項目８に記
載の携帯端末機。
（項目１０）
上記第３キーパッドが、方向を制御する方向キーパッドであることを特徴とする項目９に
記載の携帯端末機。
（項目１１）
上記第２筐体がディスプレイを備え、
上記ディスプレイは、上記第２筐体が上記第１筐体に対して閉じた状態では縦画面を提供
し、上記第１筐体に対して９０°回転して開いた状態では横画面を提供し、上記第１筐体
に対して１８０°回転して開いた状態では横画面と縦画面の両方を提供することを特徴と
する項目８に記載の携帯端末機。
（項目１２）
上記ヒンジモジュールが、上記第１筐体と上記第２筐体との間の右側上端部又は左側上端
部のいずれか一方に配置されることを特徴とする項目１に記載の携帯端末機。
（項目１３）
上記第２筐体の上端部及び下端部には、音声信号を出力する第１スピーカ及び第２スピー
カがそれぞれ備えられることを特徴とする項目１に記載の携帯端末機。
（項目１４）
上記ヒンジモジュールは、
プレート状に形成されて上記第１筐体の上面及び上記第１筐体に対応する上記第２筐体の
下面に平行に設置される第１ヒンジ部材及び第２ヒンジ部材と、
上記第１ヒンジ部材及び上記第２ヒンジ部材に垂直に配置されて上記第１ヒンジ部材が上
記第２ヒンジ部材に対して水平回転可能に支持するシャフトと、
を備えることを特徴とする項目１に記載の携帯端末機。
（項目１５）
上記第１ヒンジ部材と上記第２ヒンジ部材との間には、上記第１ヒンジ部材が上記第２ヒ
ンジ部材に対して回転するときに回転方向に付勢する付勢部がさらに備えられることを特
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徴とする項目１４に記載の携帯端末機。
（項目１６）
上記第２筐体が、上記第１筐体に対して時計方向又は反時計方向のいずれか一方向に回転
して開くことを特徴とする項目１４に記載の携帯端末機。
（項目１７）
上記付勢部は、
上記第１ヒンジ部材又は上記第２ヒンジ部材のいずれか一方に固定され、その外周面に閉
位置から一方向にカムプロフィールが形成された固定カムと、
上記第１ヒンジ部材又は上記第２ヒンジ部材の他方に回転の半径方向に直線移動可能に設
置され、上記固定カムの回転角度によって少なくとも１つの位置で上記固定カムの回転を
停止させる可動カムと、
上記可動カムの周囲に設置されて上記可動カムを上記固定カムの方向に付勢するスプリン
グと、
を含むことを特徴とする項目１５に記載の携帯端末機。
（項目１８）
上記固定カムの外周面には、上記第２筐体が閉位置で停止するように上記可動カムに形成
された係止突起が係止される第１湾曲部と、上記第２筐体が９０°回転した開位置で停止
するように上記可動カムに形成された係止突起が係止される第２湾曲部がそれぞれ形成さ
れることを特徴とする項目１７に記載の携帯端末機。
（項目１９）
上記固定カムの外周面には、上記第２筐体が１８０°回転した開位置で停止するように上
記可動カムの係止突起が係止される第３湾曲部がさらに形成されることを特徴とする項目
１８に記載の携帯端末機。
（項目２０）
上記可動カムが、上記シャフトを中心に対称となるように配置される第１可動カムと第２
可動カムとから構成されることを特徴とする項目１７に記載の携帯端末機。
（項目２１）
上記可動カムには、上記固定カムのカムプロフィールに転がり接触するように車輪部がさ
らに備えられることを特徴とする項目１７に記載の携帯端末機。
（項目２２）
上記スプリングが、上記第１可動カムと上記第２可動カムを閉曲線状に囲むように形成さ
れることを特徴とする項目２０に記載の携帯端末機。
（項目２３）
上記第１ヒンジ部材又は第２ヒンジ部材と上記可動カムとの間には、上記可動カムが上記
シャフトに向かって直線移動するようにガイドするガイド部がさらに形成されることを特
徴とする項目１７に記載の携帯端末機。
（項目２４）
上記ガイド部は、
上記第１ヒンジ部材又は上記第２ヒンジ部材のいずれか一方にスロット状に形成されるガ
イド溝と、
上記可動カムに形成されて上記ガイド溝に係止されて案内されるガイド突起と、
から構成されることを特徴とする項目２３に記載の携帯端末機。
（項目２５）
上記第１筐体に設置され、上記第２筐体の回転方向又は回転角度によって携帯端末機を特
定モードに切り替える制御部をさらに含むことを特徴とする項目１に記載の携帯端末機。
（項目２６）
上記第１筐体と上記第２筐体との間に備えられ、上記第２筐体の回転方向又は回転角度を
感知して上記制御部に伝送する少なくとも１つのセンサをさらに含むことを特徴とする項
目２５に記載の携帯端末機。
（項目２７）



(7) JP 5117032 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

第２筐体が第１筐体に対して閉じた状態で通話待機状態を維持する第１段階と、
上記第２筐体が上記第１筐体に対して水平回転した場合、上記第２筐体の水平回転方向及
び回転角度をセンサが感知して制御部に伝送する第２段階と、
上記センサにより伝送された信号によって上記制御部が携帯端末機を特定モードに切り替
える第３段階と、
を含むことを特徴とする携帯端末機のモード切替方法。
（項目２８）
上記第３段階は、
（ａ）上記第２筐体の回転方向によって上記携帯端末機を他の特定モードに自動的に切り
替える段階と、
（ｂ）上記第２筐体が時計方向又は反時計方向に１８０°回転した場合、上記携帯端末機
を通話待機状態に自動的に切り替える段階と、
からなることを特徴とする項目２７に記載の携帯端末機のモード切替方法。
（項目２９）
上記（ａ）段階は、
上記第２筐体が時計方向に９０°回転した場合、テレビ受信モードに自動的に切り替える
段階と、
上記第２筐体が反時計方向に９０°回転した場合、ゲームモードに自動的に切り替える段
階と、
からなることを特徴とする項目２８に記載の携帯端末機のモード切替方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による携帯端末機によれば、第１筐体と第２筐体との間に左又は右のいずれか一
方に偏心して配置されるヒンジモジュールにより、第２筐体の回転によって開放される第
１筐体の領域が広くなり、これにより、キーパッドなどの有用な補助装置を装着できて活
用度が高くなるという効果がある。
【００１３】
　また、本発明による携帯端末機のモード切替方法によれば、第２筐体を回転させてディ
スプレイに表示される画面の方向を切り替えることにより、動画像鑑賞やテレビ視聴のた
めの最適の画面を提供できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施形態による携帯端末機の平面図である。
【００１５】
　図１に示すように、携帯端末機１は、第１筐体１０と、第１筐体１０に対向して水平回
転可能に連結される第２筐体２０とを備える。
【００１６】
　さらに、第１筐体１０と第２筐体２０との間のいずれか１つの隅部には、第２筐体２０
を第１筐体１０に対して水平回転可能に支持するヒンジモジュール３０が設置されている
。
【００１７】
　ヒンジモジュール３０は、第２筐体２０が第１筐体１０に対して開いたときに第１筐体
１０の開放面積を広げるためのもので、本実施形態では図１に示すように右側上端部に配
置されるが、これに限定されるものではない。ここで、上下左右とは図１における上下左
右をいう。
【００１８】
　第２筐体２０は、第１筐体１０に対して閉じた状態（図１）で第１筐体１０の一部が常
に露出するように、第１筐体１０より短く形成することにより、第１筐体１０の常に露出
する領域に入力や制御を担当するキーパッド１２を設置することができる。
【００１９】
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　第１筐体１０の前面の下端部には音声を入力できるようにマイク１５が設置され、第２
筐体２０の前面の上端部及び下端部には音声信号を出力する第１スピーカ２３及び第２ス
ピーカ２４がそれぞれ設置されている。これにより、第２筐体２０を開かずにも、キーパ
ッド１２、第１スピーカ２３、及びマイク１５を利用して相手に電話をかけるか、相手か
らかかってきた電話に出ることができるだけでなく、第２筐体２０の開放時、第１スピー
カ２３と第２スピーカ２４によりステレオサウンドが鑑賞できる。
【００２０】
　図２は、図１の携帯端末機の第２筐体が時計方向に９０°回転して開いた状態を示す平
面図である。
【００２１】
　図２に示すように、第１筐体１０の前面には、第２筐体２０が９０°回転して開放され
ると外部に露出する第１キーパッド１１、及び常に外部に露出する第２キーパッド１２が
設置されている。
【００２２】
　第１キーパッド１１は、携帯端末機１に文字やその他の情報を入力するための数字／文
字などが割り当てられた複数のキーで構成され、第２キーパッド１２は、特殊機能やメニ
ューを選択するための方向キー、通話キー、メニューキー、検索キーなどが割り当てられ
た複数のキーで構成される。
【００２３】
　これにより、ユーザは第２筐体２０が回転して開いた状態で、第１キーパッド１１又は
第２キーパッド１２を利用して相手に電話をかけるか、相手からかかってきた電話に出る
ことができる。
【００２４】
　第１キーパッド１１又は第２キーパッド１２には、指で押すことにより動作するキーボ
タン方式又はタッチにより動作するタッチ方式などを適用できる。
【００２５】
　特に、ヒンジモジュール３０が中心から右側上端部に偏心して配置されているため、第
１キーパッド１１は第２筐体２０の回転時に広い面積を確保できる。すなわち、ヒンジモ
ジュールが中心に配置されており、第２筐体の回転時に第１筐体の開放領域が狭くてキー
パッドの設置が難しく、キーパッドを設置するとしても多くのキーボタンを設けることが
難しいという従来技術の問題が解決される。
【００２６】
　ヒンジモジュール３０は右側上端部に偏心して設置するが、第２筐体２０が第１筐体１
０に対して閉じた状態では、第１筐体１０の上端部と第２筐体２０の上端部が、側面から
見たときに同一線上に置かれて全体的な携帯端末機の形状がバー状となり、第２筐体２０
の回転時は、第２筐体２０の側端部が第１筐体１０の上端部より上側に置かれて全体的な
携帯端末機の形状がＴ字状となるようにすることが好ましい。
【００２７】
　ディスプレイ２１は、第２筐体２０が第１筐体１０に対して閉じた状態（図１）では縦
画面を提供し、第１筐体１０に対して９０°回転して開いた状態（図２）では横画面を提
供する。これにより、ディスプレイ２１を利用した編集（文字編集モード）、動画像鑑賞
（ＶＯＤモード）、又はテレビ視聴（放送モード）が容易になる。
【００２８】
　図３は、図１の携帯端末機の第１筐体と第２筐体を分離して示す側面図であり、図４は
、図３の携帯端末機の結合した状態を示す側面図である。
【００２９】
　図３に示すように、第２キーパッド１２が装着される第２キーパッド装着部１７は、第
２筐体２０の回転に関係なく常に露出しており、第１キーパッド１１が装着される第１キ
ーパッド装着部１６は、第２キーパッド装着部１７の外面より低く形成されて所定高さの
段差を形成する。これにより、図４に示すように、第２筐体２０が第２キーパッド装着部
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１７の外面より所定の深さ入っている状態となり、第２筐体２０の安定性が向上する。
【００３０】
　図５は、本発明の第１実施形態の変形例として、第２筐体が第１筐体の第１キーパッド
装着領域と同じ高さを有する携帯端末機を示す側面図である。
【００３１】
　図５に示すように、携帯端末機９０の第２筐体９２は、上面が第１筐体９１の第２キー
パッド装着部９６の外面と同じ高さを有する。これにより、携帯端末機９０の外観がシン
プルになるだけでなく、第２筐体９２の外観がさらに改善される。
【００３２】
　図６は、図１の携帯端末機のヒンジモジュールの平面図であり、図７は、図６のヒンジ
モジュールの部分分解斜視図であり、図８は、図６のヒンジモジュールの全体分解斜視図
である。
【００３３】
　図に示すように、ヒンジモジュール３０は、プレート状に形成されて第１筐体１０の上
面及び第１筐体１０に対応する第２筐体２０の下面に平行に設置される第１ヒンジ部材３
１及び第２ヒンジ部材３２と、第１ヒンジ部材３１及び第２ヒンジ部材３２に垂直に配置
されて第１ヒンジ部材３１が第２ヒンジ部材３２に対して水平回転可能に支持するシャフ
ト３３とを備える。
【００３４】
　好ましくは、第１ヒンジ部材３１、第２ヒンジ部材３２、及びシャフト３３は、その内
部に第１筐体１０と第２筐体２０とを電気的に接続できるように、コネクタ（図示せず）
が通過するホールが形成される。
【００３５】
　第１ヒンジ部材３１が第２ヒンジ部材３２に対して回転するときに回転方向に付勢する
ように、第１ヒンジ部材３１と第２ヒンジ部材３２との間には付勢部が備えられる。
【００３６】
　前記付勢部は、第１ヒンジ部材３１に固定されてその外周面にカムプロフィール（ｃａ
ｍ　ｐｒｏｆｉｌｅ）が形成された固定カム４０と、第１ヒンジ部材３１の回転の半径方
向に直線移動可能に設置され、固定カム４０の回転角度によって第２筐体２０の閉位置及
び開位置でそれぞれ固定カム４０の回転を停止させる可動カム５０Ａ、５０Ｂと、可動カ
ム５０Ａ、５０Ｂの周囲に設置されて可動カム５０Ａ、５０Ｂを固定カム４０の方向に付
勢するスプリング８０とを備える。
【００３７】
　固定カム４０のカムプロフィールは、第２筐体２０が閉位置と９０°回転した開位置で
それぞれ停止するように、閉位置から時計方向に９０°の角度まで形成されている。ただ
し、後述する第２、第３実施形態のように、第２筐体２０の回転角度は９０°に限定され
るものではなく、１８０°にすることもできる。これと共に、第２筐体２０が反時計方向
に回転できるように、反時計方向に形成されたカムプロフィールも可能である。
【００３８】
　固定カム４０の外周面には、第２筐体２０が閉位置で可動カム５０Ａに係止されて停止
するように第１湾曲部４１と、第２筐体２０が９０°回転した開位置で可動カム５０Ａに
係止されて停止するように第２湾曲部４２が、それぞれ湾曲形成されている。
【００３９】
　可動カム５０Ａ、５０Ｂは、シャフト３３を中心に対称となるように配置される第１可
動カム５０Ａと第２可動カム５０Ｂとから構成できる。ただし、可動カム５０Ａ、５０Ｂ
の両方が回転の半径方向に移動する必要はなく、図４に示すように、第１可動カム５０Ａ
だけ移動するように構成してもよい。固定カム４０のカムプロフィールがシャフト３３を
中心に対称となるように二重に構成された場合は、第２可動カム５０Ｂも回転の半径方向
に移動可能に設置することが好ましい。
【００４０】
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　第１可動カム５０Ａは、固定カム４０のカムプロフィールに接触し、その接触点が移動
できるように突設される係止突起５１が備えられ、係止突起５１には、固定カム４０のカ
ムプロフィールに転がり接触できるように車輪部５２が備えられている。これにより、車
輪部５２は、固定カム４０が回転すると固定カム４０のカムプロフィールに接触し、シャ
フト３３から遠ざかる方向又はシャフト３３に近づく方向に移動する。また、車輪部５２
の転がりにより摩擦力が低減してスムーズな動作が可能になる。
【００４１】
　第２ヒンジ部材３２と第１可動カム５０Ａとの間には、第１可動カム５０Ａがシャフト
３３に向かって直線移動するようにガイドするガイド部７０が形成されている。
【００４２】
　ガイド部７０は、第２ヒンジ部材３２にスロット状に形成されるガイド溝７２と、第１
可動カム５０Ａに形成されてガイド溝７２に係止されて案内されるガイド突起７１とから
構成される。好ましくは、ガイド部７０は、第１可動カム５０Ａの移動時に揺れないよう
に、第１可動カム５０Ａの両端にそれぞれ配置される。
【００４３】
　スプリング８０は、第１可動カム５０Ａと第２可動カム５０Ｂを閉曲線状に囲むように
形成されており、容易に組み立てることができる。
【００４４】
　ただし、スプリング８０は、第１可動カム５０Ａが第２可動カム５０Ｂに近づく方向に
移動するように付勢すればよいため、第１可動カム５０Ａと第２可動カム５０Ｂの両端に
それぞれ支持される形態にすることもできる。
【００４５】
　好ましくは、第２ヒンジ部材３２と固定カム４０との間には、第１ヒンジ部材が第２ヒ
ンジ部材に対して停止するときに正確な停止地点で停止できるように、ストッパ装置６０
を備えることができる。
【００４６】
　ストッパ装置６０は、第２ヒンジ部材３２に円弧状に形成されるガイド溝６２と固定カ
ム４０に突設されるストッパ突起６１とから構成される。ここで、ガイド溝６２の長さは
第２筐体２０の回転可能角度を意味する。
【００４７】
　以下、図６～図８に示すヒンジモジュールの作動を説明する。
【００４８】
　図９～図１１は、図６のヒンジモジュールの作動状態図である。
【００４９】
　図９に示すように、携帯端末機１の第２筐体２０が第１筐体１０に対して閉じた状態で
は、第１可動カム５０Ａの係止突起５１と車輪部５２は固定カム４０の第１湾曲部４１で
停止した状態を維持する。
【００５０】
　図１０に示すように、第２筐体２０を時計方向に僅かに回転させると、第１筐体１０に
固定された固定カム４０は反対方向に回転し、第１可動カム５０Ａは第２可動カム５０Ｂ
から遠ざかる方向に移動する。固定カム４０が回転する間に、第１可動カム５０Ａの係止
突起５１と車輪部５２は、固定カム４０に形成された第１湾曲部４１と第２湾曲部４２と
の間の死点を通過する。その瞬間、スプリング８０の付勢力により、第１可動カム５０Ａ
は第２可動カム５０Ｂに近づく方向に移動し、第２筐体２０は回転していた方向に自動的
に回転する。
【００５１】
　その後、第１可動カム５０Ａの係止突起５１と車輪部５２が固定カム４０の第２湾曲部
４２に達すると、第２筐体２０の回転は停止する（図１１）。
【００５２】
　図１２は、本発明の第２実施形態として、携帯端末機の第２筐体が１８０°回転して開
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いた状態を示す平面図である。
【００５３】
　図１２に示すように、携帯端末機１００は、第１筐体１１０と、第１筐体１１０に水平
回転可能に連結される第２筐体１２０と、第１筐体１１０と第２筐体１２０との間の右側
上端部に偏心して配置され、第１筐体１１０と第２筐体１２０間を水平に９０°及び１８
０°回転可能に支持するヒンジモジュール１３０とから構成される。
【００５４】
　第１筐体１１０の前面には、第２筐体１２０が９０°回転して開放されると外部に露出
する第１キーパッド１１１、常に外部に露出する第２キーパッド１１２、及び第２筐体１
２０が１８０°回転して開放されるとさらに露出する第３キーパッド１１３が備えられて
いる。
【００５５】
　ここで、第１キーパッド１１１及び第２キーパッド１１２は、前述した第１実施形態の
第１キーパッド１１及び第２キーパッド１２と同じ役割を果たすキーパッドであってもよ
く、第３キーパッド１１３は、方向を制御する方向キーパッドであることが好ましい。
【００５６】
　特に、ディスプレイ１２１が備えられた第２筐体１２０が第１筐体１１０に対して１８
０°回転して開いた状態では横画面と縦画面の両方を提供することにより、ディスプレイ
１２１を縦画面で見るときは一般的な編集画面として使用でき、横画面で見るときは第３
キーパッド１１３を利用してゲームや探索が可能である。
【００５７】
　図１３は、図１２の携帯端末機のヒンジモジュールの平面図である。同図に示すように
、ヒンジモジュール１３０は、固定カム（図示せず）に対して直線移動可能に設置されて
いる第１可動カム１５０Ａを備えている。
【００５８】
　第２ヒンジ部材１３２には、第２ヒンジ部材１３２が第１ヒンジ部材１３１に対して正
確に１８０°回転地点で停止できるように、半円弧状に形成されるガイド溝１６２とスト
ッパ突起１６１とからなるストッパ装置１６０が備えられている。
【００５９】
　図１４に示すように、固定カム１４０の外周面には、第２筐体１２０が閉位置で第１可
動カム１５０Ａに係止されて停止するように第１湾曲部１４１と、第２筐体１２０が９０
°回転した開位置で第１可動カム１５０Ａに係止されて停止するように第２湾曲部１４２
と、第２筐体１２０が１８０°回転した開位置で第１可動カム１５０Ａに係止されて停止
するように第３湾曲部１４３が、それぞれ湾曲形成されている。
【００６０】
　ヒンジモジュール１３０のその他の構成や作用は前述した第１実施形態と類似しており
、対応する部分には類似した番号を付してその詳細な説明は省略する。
【００６１】
　図１４～図１８は、図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
【００６２】
　図１４に示すように、第２筐体１２０が第１筐体１１０に対して閉じた状態では、第１
可動カム１５０Ａの係止突起１５１と車輪部１５２は固定カム１４０の第１湾曲部１４１
で停止した状態を維持する。
【００６３】
　図１５に示すように、第２筐体１２０を時計方向に僅かに回転させると、第１筐体１１
０に固定された固定カム１４０は反対方向に回転し、第１可動カム１５０Ａは第２可動カ
ム１５０Ｂから遠ざかる方向に移動する。固定カム１４０が回転する間に、第１可動カム
１５０Ａの係止突起１５１と車輪部１５２は固定カム１４０に形成された第１湾曲部１４
１と第２湾曲部１４２との間の死点を通過する。その瞬間、スプリング１８０の付勢力に
より、第１可動カム１５０Ａは第２可動カム１５０Ｂに近づく方向に移動し、第２筐体１
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２０は回転していた方向に自動的に回転する。
【００６４】
　その後、第１可動カム１５０Ａの係止突起１５１と車輪部１５２が固定カム１４０の第
２湾曲部１４２に達すると、第２筐体１２０の回転は停止する（図１６）
　さらに、図１６の状態で第２筐体１２０を時計方向に僅かに回転させると、第１可動カ
ム１５０Ａの係止突起１５１と車輪部１５２は、固定カム１４０の第２湾曲部１４２と第
３湾曲部１４３との間の死点を通過する（図１７）。
【００６５】
　その瞬間、スプリング１８０の付勢力により、第１可動カム１５０Ａは第２可動カム１
５０Ｂに近づく方向に移動し、第２筐体１２０は回転していた方向に自動的に回転し、第
１可動カム１５０Ａの係止突起１５１と車輪部１５２が固定カム１４０の第３湾曲部１４
３に達すると、第２筐体１２０の回転は停止する（図１８）。
【００６６】
　図１９は、本発明の第３実施形態として、携帯端末機の第２筐体が反時計方向に９０°
回転して開いた状態を示す平面図である。図１９に示すように、第２筐体２２０は第１筐
体２１０に対して反時計方向に回転可能であり、この場合、ディスプレイ２２１には上下
が変わらないように定置された横画面が提供される。
【００６７】
　本実施形態において、ヒンジモジュール２３０は、第２筐体２２０が反時計方向に回転
できるように、固定カムのカムプロフィールは両方向に形成され、他の部品についての詳
細な構成や作用は前述した第１実施形態及び第２実施形態と類似するので省略する。
【００６８】
　図２０は、本発明による携帯端末機の制御ブロック図である。
【００６９】
　同２０に示すように、携帯端末機は、第２筐体２０の回転方向及び回転角度によって端
末機を特定モードに切り替える制御部８５を備える。
【００７０】
　また、第１筐体１０と第２筐体２０との間には、第２筐体２０の回転方向及び回転角度
を感知して制御部８５に伝送する少なくとも１つのセンサ８６が備えられる。
【００７１】
　センサ８６としては、第１筐体１０又は第２筐体２０のいずれか一方に設置されて磁石
（図示せず）を感知できるホールセンサ（ｈａｌｌ　ｅｆｆｅｃｔ　ｓｗｉｔｃｈ）を使
用してもよい。
【００７２】
　つまり、センサ８６は第２筐体２０の回転方向及び回転角度を感知すると制御部８５に
信号を伝送し、制御部８５はそれに該当するモードに切り替える。例えば、ディスプレイ
２１に表示される画面を横画面から縦画面に切り替えたり、上下反転した画面を出力する
。
【００７３】
　図２１は、本発明による携帯端末機のモード切替方法を示すフローチャートである。
【００７４】
　まず、第２筐体が第１筐体に対して閉じた状態で通話待機状態を維持する。
【００７５】
　その後、ユーザがテレビを受信するか又は写真を見るために第２筐体を回転させると、
センサ８６が第２筐体１２０の回転方向及び回転角度を感知して制御部８５に信号を伝送
する。
【００７６】
　また、制御部８５は、センサ８６により伝送された信号によって端末機を特定モードに
切り替える。ここで、制御部８５は、第２筐体の回転方向によって端末機を該当する特定
モードに切り替える。
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【００７７】
　例えば、制御部８５は、第２筐体が時計方向に９０°回転した場合、端末機をテレビ受
信モードに自動的に切り替え、第２筐体が反時計方向に９０°回転した場合、端末機をゲ
ームモードに切り替え、第２筐体が時計方向又は反時計方向に１８０°回転した場合、端
末機を通話待機状態に自動的に切り替える。
【００７８】
　ここで、制御部８５により自動的に切り替えられる特定モードはメモリに予め保存でき
、この場合、ユーザによる別途のキー操作は必要ない。ここで、前記特定モードは、待機
モード、通話モード、テレビ受信モード、ゲームモード、文字編集モード、ＶＯＤモード
、放送モードなどのうち少なくとも１つであり得る。従って、ユーザが第２筐体を回転さ
せることにより、端末機を所望の多様なモードに自動的に切り替えることができる。
【００７９】
　以上のように、本発明による携帯端末機及びそのモード切替方法を説明したが、本明細
書に開示された実施形態及び図面によって本発明が限定されるものではなく、本発明の技
術思想の範囲内で当業者によって多様な変形が可能である。
【００８０】
　（要約）
　いずれか１つの筐体が他の筐体に対して水平に回転したときに開放される領域を最大限
に広げることにより活用度を高めることができ、水平に回転した筐体で横画面又は縦画面
を容易に見ることができる携帯端末機及びそのモード切替方法を提供する。
【００８１】
　携帯端末機は、第１筐体と、第１筐体に対向して水平回転可能に連結される第２筐体と
、第１筐体と第２筐体との間に左又は右のいずれか一方に偏心して配置され、第１筐体と
第２筐体間を水平回転可能に支持するヒンジモジュールとを含む
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の第１実施形態による携帯端末機の平面図である。
【図２】図１の携帯端末機の第２筐体が時計方向に９０°回転して開いた状態を示す平面
図である。
【図３】図１の携帯端末機の第１筐体と第２筐体を分離して示す側面図である。
【図４】図３の携帯端末機の結合した状態を示す側面図である。
【図５】本発明の第１実施形態の変形例として、第２筐体が第１筐体の第１キーパッド装
着領域と同じ高さを有する携帯端末機を示す側面図である。
【図６】図１の携帯端末機のヒンジモジュールの平面図である。
【図７】図６のヒンジモジュールの部分分解斜視図である。
【図８】図６のヒンジモジュールの全体分解斜視図である。
【図９】図６のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１０】図６のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１１】図６のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１２】本発明の第２実施形態として、携帯端末機の第２筐体が１８０°回転して開い
た状態を示す平面図である。
【図１３】図１２の携帯端末機のヒンジモジュールの平面図である。
【図１４】図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１５】図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１６】図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
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【図１７】図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１８】図１３のヒンジモジュールの作動状態図である。
【図１９】本発明の第３実施形態として、携帯端末機の第２筐体が反時計方向に９０°回
転して開いた状態を示す平面図である。
【図２０】本発明による携帯端末機の制御ブロック図である。
【図２１】本発明による携帯端末機のモード切替方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８３】
１０　第１筐体
１１　第１キーパッド
１２　第２キーパッド
１６　第１キーパッド装着部
１７　第２キーパッド装着部
２０　第２筐体
２１　ディスプレイ
２３　第１スピーカ
２４　第２スピーカ
３０　ヒンジモジュール
３１　第１ヒンジ部材
３２　第２ヒンジ部材
３３　シャフト
４０　固定カム
４１　第１湾曲部
４２　第２湾曲部
５０Ａ　第１可動カム
５０Ｂ　第２可動カム
５１　係止突起
５２　車輪部
６０　ストッパ装置
７０　ガイド部
７１　ガイド突起
７２　ガイド溝
８０　スプリング
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